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(57)【要約】
　患者の血流中の塞栓物質による脳卒中を防止する装置
（１８０）であり、患者は上行部分（２０ａ）と下行部
分（２０ｃ）のある大動脈（２０）と前記患者の脳へ血
流を流す大動脈（２０）と連通する１つあるいは複数の
弓血管（２２、２４、２６）を有する。その装置（１８
０）は、患者の大動脈（２０）に少なくとも部分的に配
置されるようになされる物理偏流要素と、物理偏流要素
に連結される取付け構造とを含む。取付け構造は大動脈
（２０）あるいは大動脈（２０）に連通する弓血管（２
２、２４、２６）の少なくとも１つと係合するようにな
される。物理偏流要素は、血液中の塞栓物質が１つまた
は複数の弓血管（２２、２４、２６）を通過して大動脈
（２０）の下行部分（２０ｃ）に流れるように、大動脈
（２０）中の血流を方向づけるように構成され配列され
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の血流中の塞栓物質による脳卒中を防止する装置であり、患者は上行部分と下行部
分のある大動脈と前記患者の脳へ血流を流す前記大動脈と連通する１つあるいは複数の弓
血管を有し：
　前記患者の前記大動脈に少なくとも部分的に配置されるようになされる物理偏流要素と
；
　前記物理偏流要素に連結される取付け構造であって、前記大動脈あるいは前記大動脈に
連通する弓血管の少なくとも一つと係合するようになされる取付け構造とを備え；
　前記物理偏流要素は、血流中の塞栓物質が前記１つまたは複数の弓血管を通過して前記
大動脈の前記下行部分に流れるように、前記大動脈中の血流を方向づけるように構成され
配列される；
　装置。
【請求項２】
　前記物理偏流要素が少なくとも１つのチューブ部材をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項３】
　前記チューブ部材は前記大動脈の弓にほぼ沿って曲がる；
　請求項２の装置。
【請求項４】
　前記チューブ部材は前記大動脈と連通する弓血管の一つの中に取り付けられるようにな
され、前記チューブ部材の一部は前記大動脈中に延在する；
　請求項２の装置。
【請求項５】
　前記チューブ部材は複数のチューブ状部分をさらに備える；
　請求項２の装置。
【請求項６】
　前記チューブ部材は少なくとも１つの非チューブ状部分を備える；
　請求項２の装置。
【請求項７】
　前記物理偏流要素は、少なくとも１つの弓血管への入口を遮蔽するように構成され配列
され、前記入口から離れるように血流の方向を変える遮蔽部材をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項８】
　前記遮蔽部材に連結するチューブ状部材をさらに備え、前記チューブ状部材は前記弓血
管の入口へ逆流する血流を可能にする；
　請求項７の装置。
【請求項９】
　前記物理偏流要素は傾斜部材をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項１０】
　前記物理偏流要素は前記大動脈中にほぼらせん状あるいは渦巻き状の血流を生ずる少な
くとも１つの要素をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項１１】
　前記物理偏流要素は複数の遮蔽要素をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項１２】
　前記物理偏流要素は流れを制限する要素をさらに備える；
　請求項１の装置。
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【請求項１３】
　前記流れを制限する要素に連結するチューブ状部材をさらに備える；
　請求項１２の装置。
【請求項１４】
　前記チューブ状部材は血流入口と血流出口をさらに備え、前記流れを制限する要素は前
記血流出口より前記血流入口の近くに取り付けられる；
　請求項１３の装置。
【請求項１５】
　前記取付け構造は、前記大動脈の内壁または弓血管の内壁に係合する、あるいは、前記
大動脈の内壁および弓血管の内壁の両方に係合するステント状構造をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項１６】
　前記取付け構造は、ステント状構造、フック、棘状突起、ばね要素、接着剤、縫合、布
地あるいは大動脈グラフトの少なくとも１つをさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項１７】
　前記物理偏流要素は、前記患者の動脈系を通じて供給されるためにつぶすことができ、
前記大動脈に少なくとも部分的に配置されるために拡張できる；
　請求項１の装置。
【請求項１８】
　前記物理偏流要素は、前記大動脈の一部を取り換えるために構成され配列されるチュー
ブ状大動脈グラフトをさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項１９】
　前記大動脈グラフトに連結し、前記患者の少なくとも１つの弓血管に血流を供給するよ
うに構成された少なくとも１つのチューブ状弓血管グラフトをさらに備える；
　請求項１８の装置。
【請求項２０】
　患者の血流中の塞栓物質による脳卒中を防止する装置であり、患者は上行部分と下行部
分のある大動脈と前記患者の脳へ血流を向ける前記大動脈と連通する１つあるいは複数の
弓血管を有し：
　前記患者の前記大動脈に配置されるようになされるチューブ状物理偏流要素であって、
前記大動脈の上行部分から血流を受け入れる入口と前記大動脈の下行部分に血流を向ける
出口とを有する前記チューブ状物理偏流要素と；
　前記チューブ状物理偏流要素に連結される取付け構造であって、前記大動脈および／ま
たは前記大動脈に連通する弓血管と係合するようになされる取付け構造と；
　前記チューブ状物理偏流要素に取り付けられ、前記血流の第１の部分を前記入口を通る
ように、前記血流の第２の部分を前記チューブ状物理偏流要素の周りから前記１つあるい
は複数の弓血管に方向づける流れ制限要素とを備える；
　装置。
【請求項２１】
　前記チューブ状物理偏流要素は前記上行部分と前記下行部分との間で前記大動脈の弓に
ほぼ沿って曲がる；
　請求項２０の装置。
【請求項２２】
　前記取付け構造は、ステント状構造、フック、棘状突起、ばね要素、接着剤、縫合、布
地あるいは大動脈グラフトの少なくとも１つをさらに備える；
　請求項２１の装置。
【請求項２３】
　大動脈中の血流の塞栓物質を前記大動脈と連通する弓血管から離れるように方向づける
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方法であって：
　物理偏流要素を少なくとも部分的に前記大動脈中に取り付けることと；
　前記弓血管の入口を通過するように前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要
素を用いることと；
　前記弓血管の入口に前記血流の第２の部分を向けることとを備える；
　方法。
【請求項２４】
　前記血流の第２の部分を向けることは、前記血流の前記第２の部分を少なくとも部分的
に逆流のように向けることをさらに含む；
　請求項２３の方法。
【請求項２５】
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、前記血流の前記
第１の部分をチューブ状部材を通すように向けることをさらに含む；
　請求項２３の方法。
【請求項２６】
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、前記血流の前記
第１の部分を傾斜部材に向けることをさらに含む；
　請求項２３の方法。
【請求項２７】
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、前記血流の前記
第１の部分を前記大動脈中をほぼらせん状に向けることをさらに含む；
　請求項２３の方法。
【請求項２８】
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、前記血流の前記
第１の部分を複数の遮蔽部材に向けることをさらに含む；
　請求項２３の方法。
【請求項２９】
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、前記弓血管が前
記血流の前記第１の部分を受け入れないように前記弓血管の前記入口を遮蔽することをさ
らに含む；
　請求項２３の方法。
【請求項３０】
　前記血流の第２の部分を向けることは、前記血流の前記第２の部分を前記大動脈中のチ
ューブ状部材中を逆流のように向けることをさらに含む；
　請求項２９の方法。
【請求項３１】
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、チューブ状部材
を前記弓血管内に取り付けチューブ状部材の部分が前記大動脈中に延在するようにするこ
とをさらに含む；
　請求項２３の方法。
【請求項３２】
　前記物理偏流要素は入口端を有するチューブ状部材をさらに備え；
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、前記入口端が心
臓の大動脈弁にほぼ近接する前記大動脈の上行部分で前記血流の周辺部分と連通するよう
に前記チューブ状部材を取り付け；
　前記血流の第２の部分を入口端に向ける；
　請求項２３の方法。
【請求項３３】
　前記物理偏流要素は入口端を有するチューブ状部材をさらに備え；
　前記血流の第１の部分を向けるのに前記物理偏流要素を用いることは、前記入口端が心
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臓の大動脈弁にほぼ近接する前記大動脈の上行部分で前記血流の中央部分と連通するよう
に前記チューブ状部材を取り付け；
　前記血流の第１の部分を入口端に向ける；
　請求項２３の方法。
【請求項３４】
　患者の大動脈の一部を、少なくとも１つのチューブ状弓血管グラフトを有し、前記チュ
ーブ状弓血管グラフトが連結するチューブ状大動脈グラフトと取り換える方法であって、
前記方法は患者の脳へ流れる塞栓物質による脳卒中の発生を減少し：
　前記大動脈の一部を前記チューブ状大動脈グラフトと取り換え、前記チューブ状弓血管
グラフトが患者の弓血管とずれているようにすることと；
　前記ずれているチューブ状弓血管グラフトを弓血管と接続することを備える；
　方法。
【請求項３５】
　前記チューブ状大動脈グラフトは、上行部分と下行部分と、上行部分と下行部分との間
の弓部分とを含み、前記弓部分は外側の大半径曲がり部分と内側の小半径曲がり部分とを
有し、前記ずれているチューブ状弓血管グラフトは前記内側の小半径曲がり部分に接続す
る；
　請求項３４の方法。
【請求項３６】
　前記チューブ状大動脈グラフトは、上行部分と下行部分と、上行部分と下行部分との間
の弓部分とを含み、前記ずれているチューブ状弓血管グラフトは心臓の大動脈弁に隣接す
る前記上行部分に接続する；
　請求項３４の方法。
【請求項３７】
　前記チューブ状大動脈グラフトは、上行部分と下行部分と、上行部分と下行部分との間
の弓部分とを含み、前記ずれているチューブ状弓血管グラフトは前記弓の内側の小半径曲
がり部分に隣接する前記下行部分に接続する；
　請求項３４の方法。
【請求項３８】
　大動脈内の血流の塞栓物質を、前記大動脈に連通する弓血管から離れるように物理的に
方向付ける方法であって：
　患者の大動脈弁の下流の前記大動脈内に流れを制限する要素を取り付けることと；
　前記血流の第１の部分を前記流れを制限する要素を通り前記弓血管の入口を過ぎて流す
ことと；
　前記血流の第２の部分を前記弓血管の前記入口に向けて流すこととを備える；
　方法。
【請求項３９】
　前記血流の前記第１の部分は、前記血流の前記第２の部分より高速で流れる；
　請求項３８の方法。
【請求項４０】
　前記流れを制限する要素をチューブ状部材に取り付けること；
　前記血流の前記第１の部分を前記チューブ状部材を通じて流すこと；
　前記血流の前記第２の部分を前記チューブ状部材の外側周りを流すことをさらに備える
；
　請求項３８の方法。
【請求項４１】
　大動脈内の血流の塞栓物質を、前記大動脈に連通する弓血管から離れるように物理的に
方向付ける方法であって：
　前記大動脈内から弓血管内につぶした偏流要素を部分的に挿入することと；
　前記つぶした偏流要素を前記弓血管の内壁に対し拡張して、前記拡張した偏流要素の第
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１の部分が前記弓血管の内部にあり、前記拡張した偏流要素の第２の部分が前記大動脈の
内部にあるようにすることを備える；
　方法。
【請求項４２】
　前記挿入工程および拡張工程の少なくとも１つの間、前記大動脈内で前記弓血管の下流
側で遮蔽部材を用いて、塞栓物質を別の弓血管から離すように偏流することをさらに備え
る；
　請求項４１の方法。
【請求項４３】
　前記挿入工程および拡張工程を１つあるいは複数のカテーテル装置を用いて経皮的に行
うことをさらに備える；
　請求項４１の方法。
【請求項４４】
　前記拡張した偏流要素の前記第１の部分は少なくとも１つの血流用開口を備え；
　前記血流用開口を、前記弓血管に連通する別の血管の入口とほぼ整列することをさらに
備える；
　請求項４１の方法。
【請求項４５】
　患者の血流中の塞栓物質による脳卒中を防止するシステムであり、患者は上行部分と下
行部分のある大動脈と前記患者の脳へ血流を流す前記大動脈と連通する１つあるいは複数
の弓血管を有し：
　少なくとも１つのカテーテル装置と；
　前記患者の前記大動脈に少なくとも部分的に配置されるようになされる物理偏流要素と
；
　前記物理偏流要素に連結される取付け構造であって、前記取付け構造は前記大動脈ある
いは前記大動脈に連通する弓血管の少なくとも一つと係合するようになされる取付け構造
とを備え；
　前記物理偏流要素は、血液中の塞栓物質が前記１つまたは複数の弓血管を通過して前記
大動脈の前記下行部分に流れるように、前記大動脈中の血流を方向づけるように構成され
配列され；
　前記カテーテル装置は、前記物理偏流要素および／または前記取付け構造を前記大動脈
および／または前記血管に供給するのに用いられる；
　システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願では、２００６年１２月１２日出願の米国仮特許出願番号６０／８９６，６１０
号（継続中）の利益を主張し、その開示は全て参照して本明細書に組み込む。
【０００２】
［技術分野］
　本発明は、一般的に脳卒中予防に関し、より具体的には、粒子や気泡などの物質が患者
の頭部へ至る動脈を進行するのを防止する装置と方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　脳卒中は世界中で死や身体障害に至る主要な要因となっている。２００２年には、米国
で初めてあるいは再発の脳卒中の患者は７００，０００人おり、そのうち１６２，０００
人が亡くなった。米国単独で脳卒中のために５７０億ドルの費用が１年間で必要と見積も
られる。脳卒中により引き起こされる永続的な身体障害の重度のために、患者やその家族
は脳卒中に恐怖心を抱いている。脳卒中のために多くの患者が、動けなくなり、機能でき
なくなり、および／または、意思疎通できなくなっている。
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【０００４】
　脳卒中は、脳への血流の途絶により生ずる。このことは、血管閉塞によりあるいは脳に
血液をかん流する重要な血管に留まる塞栓による血管の閉塞で生ずる。塞栓は血液循環中
で離れた位置へ進行する物質であり、塞栓の最も普通に見られる始点の一つは心臓である
。心房細動は不規則な心臓の鼓動であり、その間に心房が通常の鼓動での心臓と同程度に
は血液を送り出さない。この状況で、心房に残るかなりよどんだ血液のたまりは凝血塊を
形成し、この凝血塊は移動しその後脳へ進行する可能性のある塞栓を起こす。全脳卒中の
およそ３分の１は、心房細動をもつ患者に生ずる塞栓によるものである。
【０００５】
　脳に進行する塞栓の原因は多数ある。たとえば、凝血塊や他の物質は心臓のいかなる部
分からも進行する。特に心筋梗塞の後で、あるいは、心臓が肥大し心臓の一部が適切に動
かなくなったときに、左心室は凝血塊を成長させる。心臓弁もまた脳に進行する凝血塊や
感染物質を生じさせる。人工あるいは代替心臓弁もまた、塞栓を起こす凝血塊を成長させ
る。心房や心室などの心臓壁の欠陥は、凝血塊を下肢静脈から心臓を通って脳へ進行させ
る（すなわち、奇性塞栓）。塞栓は上行大動脈のアテローム性動脈硬化症から生ずる塞栓
のように動脈からも生ずる。
【０００６】
　塞栓が３から４時間以上脳内に位置すると、脳へのダメージの多くが永久的になる。脳
は血流の減少をほとんど許容できないから、医師にとって脳卒中の発生を防止する治療を
施すことは非常に有用である。そのような治療は、たとえば心房細動を経験したり、１回
あるいは複数回の脳卒中を以前に経験したような患者を含め、危険の大きな患者に適用さ
れうる。
【０００７】
　脳への血液のかん流は大動脈の３つの弓血管から生ずる。これらの弓血管は、心臓の上
方の大動脈弓の外側の曲面に生ずる。これは、上行大動脈を下行大動脈につなげる大動脈
の曲線部分である。残念なことにこれらの弓血管は大動脈上の最初の大きな分岐であり、
大動脈の周の曲がりあるいは曲線の外側に位置するので、血流中の物質は自然とこれらの
弓血管へ流れ脳内の分岐に留まる傾向がある。動物に関するこれまでの研究では心臓中に
導入された金属ペレットは脳内をかん流する血管に相次いで留まることが示された。
【０００８】
　典型的な未治療の心房細動患者における脳卒中の危険性は１年当たり８％に過ぎないの
で、治療をするのが簡単で、信頼性があり、患者のライフスタイルを妨害しないものでな
ければならない。よって、外部電源あるいは再チャージ装置の不要な治療に利点がある。
さらに、心臓、上行大動脈、大動脈の弓部あるいは体の部分のどこからでも生ずる塞栓の
問題を解決できる治療を提供することが好ましい。
【発明の概要】
【０００９】
　いろいろな実施の形態において、本発明は一般的に患者の血流中の塞栓物質による脳卒
中を防止するための装置に向けられている。その装置は一般的に、患者の大動脈中に少な
くとも一部が配置するようになされた物理偏流要素を備える。取付け構造が物理偏流要素
に連結され、拡張するように構成されて大動脈あるいは大動脈と連通する弓血管の少なく
とも１つと係合する。物理偏流要素は、血流中の塞栓物質を一つあるいは複数の弓血管を
通過し大動脈の下行部分に向かわせるように大動脈中の血流を流すように構成され配置さ
れる。
【００１０】
　大動脈中の血流の塞栓物質を物理的に方向付ける方法は、少なくとも部分的に大動脈中
の物理偏流要素を取り付けることを含む。その後、物理偏流要素は、第１の部分の血流を
弓血管の入口を通過するように向ける。第２の部分の血流は弓血管の入口に向けられる。
【００１１】
　もう一つの方法では、大動脈の一部を、そこに連結される少なくとも一つのチューブ状
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弓血管グラフトを有するチューブ状大動脈グラフトで置き換えることを含む。その方法は
、大動脈の一部をチューブ状大動脈グラフトで置き換え、チューブ状弓血管グラフトが患
者の弓血管とずれるようにする。その後、ずれたチューブ状弓血管片は弓血管と接続され
る。
【００１２】
　種々の実施の形態には、部分的に弓血管中に脳卒中防止チューブ状装置を配置すること
を含み、その一つあるいは複数の部分が大動脈に延びるようにする。これらは、多くの別
の方法で、ステントのような延長する装置として構成される。
【００１３】
　本発明はまた、一般的に脳卒中を防止するシステムも提供する。そのシステムは、物理
偏流要素および／または取付け構造を、大動脈および／または弓血管の一つに供給するの
に用いられるカテーテル装置を少なくとも含む。
【００１４】
　説明用の実施の形態や本書に付随する図面を見ることによって、さらなる特徴や局面が
当業者にとって容易に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態によるカテーテルによる治療を受けている患者の
概略図である。
【図２Ａ】図２Ａは、図１の大動脈と脳卒中防止装置の拡大図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、別の実施の形態による大動脈と脳卒中防止装置の断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、図２Ｂと同様の図であるが、脳卒中防止装置の別の代替の実施の形
態を示す。
【図２Ｄ】図２Ｄは、図２Ｃと同様な断面図であるが、別の代替の実施の形態を示す。
【図２Ｅ】図２Ｅは、図２Ｄと同様な断面図であるが、別の代替の実施の形態を示す。
【図２Ｆ】図２Ｆは、図２Ｅと同様な断面図であるが、別の代替の実施の形態を示す。
【図３】図３は、図２Ａ～２Ｅと同様な別の断面図であるが、別の実施の形態を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、図３の線３Ａ－３Ａに沿って見た断面図である。
【図４】図４は、大動脈の断面図であり、脳卒中防止装置の別の代替の実施の形態を示す
。
【図４Ａ】図４Ａは、図４の偏流要素を示す斜視図である。
【図５】図５は、弓血管内に部分的に固定された偏流要素の斜視図を示す大動脈の断面図
である。
【図５Ａ】図５Ａは、弓血管内部に固定できる偏流要素の種々の代替の実施の形態を示す
。
【図５Ｂ】図５Ｂは、弓血管内部に固定できる偏流要素の種々の代替の実施の形態を示す
。
【図５Ｃ】図５Ｃは、弓血管内部に固定できる偏流要素の種々の代替の実施の形態を示す
。
【図５Ｄ】図５Ｄは、弓血管内部に固定できる偏流要素の種々の代替の実施の形態を示す
。
【図５Ｅ】図５Ｅは、弓血管内部に固定できる偏流要素の種々の代替の実施の形態を示す
。
【図６】図６は、図５と同様な断面図であるが、脳卒中防止装置の別の実施の形態を示す
。
【図７Ａ】図７Ａは、図６と同様な断面図であるが、別の代替の実施の形態を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図６と同様な断面図であるが、別の代替の実施の形態を示す。
【図７Ｃ】図７Ｃは、図６と同様な断面図であるが、別の代替の実施の形態を示す。
【図８Ａ】図８Ａは、別の代替の脳卒中防止装置を示す大動脈の断面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８Ａに示す脳卒中防止装置の斜視図である。
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【図８Ｃ】図８Ｃは、図８Ｂと同様の斜視図であるが、代替の構成を示す。
【図９Ａ】図９Ａは、大動脈の断面図であり、脳卒中防止装置の別の代替の実施の形態を
示す。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図９Ａと同様の断面図であるが、脳卒中防止装置の代替の実施の形
態を示す。
【図１０Ａ】図１０Ａは、大動脈の断面図であり、脳卒中防止装置の別の代替の実施の形
態を示す。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは図１０Ａの線１０Ｂ－１０Ｂに沿って見た断面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、大動脈の断面図であり、脳卒中防止装置の別の代替の実施の形
態を示す。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、図１１Ａと同様の図であるが、代替の実施の形態を示す。
【図１２】図１２は、別の実施の形態による脳卒中防止装置を示す大動脈の断面図である
。
【図１３Ａ】図１３Ａは、大動脈の断面図であり、別の代替の実施の形態による脳卒中防
止装置を示す。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１３Ａの線１３Ｂ－１３Ｂに沿って見た断面図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、大動脈の断面図であり、別の代替の実施の形態による脳卒中防
止装置を示す。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、図１４Ａの線１４Ｂ－１４Ｂに沿って見た断面図である。
【図１５】図１５は、模式的に血流の様相を示す大動脈の断面図である。
【図１６】図１６は、図１５と同様の図であるが、より明暗の付いた血流領域を用いて流
れの特徴を示す。
【図１７】図１７は、一実施の形態による大動脈グラフトの断面図である。
【図１８】図１８は、別の実施の形態による大動脈グラフトの断面図である。
【図１９】図１９は、別の代替の実施の形態による大動脈グラフトの断面図である。
【図２０】図２０は、別の代替の実施の形態による大動脈グラフトの断面図である。
【図２１】図２１は、別の代替の実施の形態による大動脈グラフトの断面図である。
【図２２】図２２は、別の代替の実施の形態による大動脈グラフトの断面図である。
【図２３】図２３は、別の代替の脳卒中防止装置と一緒の大動脈の断面図である。
【図２４】図２４は、別の代替の脳卒中防止装置と一緒の大動脈の断面図である。
【図２５Ａ】図２５Ａは、脳卒中防止装置の挿入を模式的に説明する。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、脳卒中防止装置の挿入を模式的に説明する。
【図２６】図２６は、大動脈の断面図であり、塞栓予防装置の使用を示す。
【図２７】図２７は、他の塞栓予防装置を示す大動脈の断面図である。
【図２８Ａ】図２８Ａは、大動脈グラフトの斜視図であり、他の塞栓予防装置を示す大動
脈の断面図である。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、図２８Ａに示す装置のカテーテル内での閉じ込めを説明する斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図中で類似の参照番号は同様な要素を表し、簡潔性のためこれらの要素は後の説明では
特に記載したり説明したりしないことがある。図１は、患者１０の心臓１２を断面で示す
患者１０を図示する。カテーテル３０が大腿部や腸骨領域のような鼠径部の動脈３６を通
り抜けて示され、カテーテル３０の遠位端で拡張せず縮んだ状態に示される物理偏流装置
５０を運搬する。心臓１２は、左心房１４から僧帽弁１６を通って左心室１７への血流を
受け入れる。その後血液は、大動脈弁１８を通って大動脈２０へと圧送される。大動脈２
０は、上行部分２０ａと弓あるいは曲がった部分２０ｂと下行部分２０ｃとを含む。３つ
の弓血管２２、２４、２６は、一般的に弓２０ｂで大動脈２０から始まる。これらの弓血
管２２、２４、２６を通る血流は、酸素を豊富に含んだ血液を患者の脳や上肢に向かわせ
る。種々の塞栓偏流装置の例が本書で示され、説明され、それぞれの偏流装置は、特定の
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患者に対し永久的にあるいは仮設的に代替的に用いることができる。たとえば仮設的な使
用は、塞栓を偏流することが医学的治療の間だけ必要な状況で好ましく、血液の流れに除
去する物質が流れる危険がある治療などのときである。本書で説明される偏流装置（単数
あるいは複数）５０および他の装置は、患者のいかなる体内でも、動脈の枝管経由である
いは動脈中へ刺すことにより動脈樹中へ、最少の侵襲で導入できることが分かる。本書で
説明する偏流装置は、切開手術に代わって、あるいは、より少ない侵襲で、ロボットの方
法や最少の侵襲処置やキーホール処置により埋め込むことができる。カテーテルの使用に
ついて、いかなるカテーテル導入処置の後に、たとえば代表的なオーバーザワイヤ法のよ
うなカテーテルを配置するのを容易にするガイドワイヤの使用を含んでも、血管内の組織
に導入する間は偏流装置５０を最初につぶしておいて、それから正しく配置されたら起動
し拡張してもよいことは理解されよう。偏流装置は偏流装置５０を大動脈内の適切な位置
に保持し搭載する適切な構成、たとえばステントやフックやバネのようなバイアス要素を
有していてもよい。
【００１７】
　図２Ａは、心臓の上部、大動脈の曲がった領域すなわち弓２０ｂおよび３つの弓血管２
２、２４、２６の拡大断面図を示す。図はさらに拡張した偏流装置５０を示し、偏流装置
５０は、心臓１２からあるいは心臓１２を通る、すなわち大動脈弁１８と大動脈２０を通
過して下方に向かう、すなわち大動脈２０の下行部分２０ｃへ向かう塞栓物質を、各弓血
管２２、２４、２６の入口２２ａ、２４ａ、２６ａから下流へ偏流させあるいは導く。図
中に示す生体構造は、明確な図解のために単純化していることに注意を要する。図解した
生体組織の種々の部分、たとえば弓血管入口２２ａ、２４ａ、２６ａは実際にはより複雑
な様相と詳細とを有する。血流中の物質、たとえば固体や気体の物質は、弓血管２２、２
４、２６を経由して脳に入り込む強い傾向を有する。腕頭動脈２２（右頸動脈と右鎖骨下
動脈へと至る）、左頸動脈２４および左鎖骨下動脈２６は全て心臓２２からの比較的直接
的な流路を有し、それゆえ、心臓１２からの血流中の物質はこれらの血管を通って脳に入
り勝ちである。偏流装置５０は血液を弓血管２２、２４、２６を通過するようにするが、
血液は、偏流装置５０内のチューブ５２を通過して、逆行するように弓血管２２、２４、
２６に向かって戻るので、血液は依然として脳へ流れる。一方、血流内の塞栓物質は方向
を変えることが少なく、体内の下方部分への下方の流路を流れ続けることが多い。脳以外
の組織は、塞栓が入ってもより許容する。たとえば、塞栓が脚や肝臓に入っても危険は遥
かに少ない。
【００１８】
　図２Ａに示す偏流装置５０は、種々の長さで形成され、種々の長さの大動脈２０内を覆
いまたは延在する。弓血管２２、２４、２６を通って脳に流れる血流は偏流装置５０によ
って制限されることはなく、高い圧力勾配を生じて遠位の大動脈への血流を妨げるほどに
偏流チューブ５２は細くはない。偏流装置５０は、ステント取付けチューブに類似の方法
で形成される。ワイヤメッシュタイプの取付け５４が示されるが、取付けはワイヤメッシ
ュタイプステントと対照的なコイルでもよく、あるいは、他の適切な代替または追加の取
付け特徴を有してもよい。種々のタイプの大動脈ステントグラフトを使用でき、ジグザグ
形状のワイヤ、あるいは、他の半固定支持構造などを含む。たとえば、そのような支持構
造は、本願の図１８、１９、２０にグラフトとして示される。適切な大動脈ステントグラ
フトは、ダブリュー・エル・ゴア・アンド・アソシエイツ社（W. L. Gore and Associate
s, Inc.）やクック・グループ社（Cook Group, Inc.）などの会社から入手可能である。
偏流装置５０は、プラスチックやステンレスあるいはニチノールなどの金属のような、生
体適合性材料から形成される。チューブもまた、ダクロン、テフロン、ゴアテックスなど
の布地を含む生体適合性材料、あるいは、ウシ、心膜あるいは組織工学によって作製され
た材料のような生物由来材料である。選択された材料は、凝固抵抗特性を含み、血流の高
い剪断応力あるいは流れの停止の領域を防止する特徴を有する。種々のコーティングや表
面処理（表面を粗くするなど）を適宜用いて、その特性からの利点である埋め込み領域で
組織が内方成長するようにする。大きくなりすぎた表面では、血液に対して生物由来表面
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を提供するので、凝固しにくい。凝血塊やたんぱく質の集積等の形成を防止するコーティ
ングを用いてもよい。これには、ヘパリンや他の凝血塊防止剤などの種々の抗凝血剤を含
む。
【００１９】
　図２Ｂは、凝血塊や他の塞栓を弓血管２２、２４、２６から離れる方向にする偏流装置
７０の他の構成を示す。偏流装置７０もステントタイプ装置として示され、装置７０のワ
イヤメッシュあるいはコイル７４に取り付けられる物理偏流部分すなわち傾斜（ランプ）
７２を含む。再度、ステントタイプ装置７０は、保持の目的のために他の取付け構造で代
替されても、それらを含んでもよく、あるいは、作動中はその位置に縫合されてもよい。
偏流構造７２は、本書で参照される他のタイプの塞栓偏流あるいは方向変換構造と同様に
、図１８～２０に示される外科的置換グラフトの、特に限定のない例に組み込まれる。ま
た、棘状突起あるいはフックを用いて偏流装置７０を大動脈２０に固定してもよい。図２
Ｂに示す偏流装置７０の一つの利点は、弓血管２２、２４、２６の入口２２ａ，２４ａ，
２６ａ上を覆ったり物理的な障害となるものがないということであり、血流の妨害の危険
性が低いということである。物理偏流部分７２の高さ、角度、長さ、位置およびパターン
（直線傾斜、曲線傾斜など）は適切なように変化してよい。この装置７０で目的とするこ
とは、血流中の物質が弓血管２２、２４、２６への入口２２ａ，２４ａ，２６ａを越えて
通過するように塞栓７６を偏流させることである。事実上、脳への血流のほとんどは最初
の２つの弓血管（すなわち、腕頭動脈２２と左頸動脈２４）から生じ、これらの２つを保
護することは最も高い頻度で優先される。偏流装置７０は馬蹄形状を有し、弓血管（不図
示）の横方向に位置する。卵形でもよく、弓血管は卵形環状形状の中心と連通するように
なる。
【００２０】
　図２Ｃは物理偏流チューブ９２とステントタイプの取り付け部分９４を含む別の代替の
偏流装置９０を示す。チューブ９２は、血流を一般的に旋回運動に方向変換させあるいは
強制する一般的に螺旋形状要素９６を含む。血液が大動脈弁１８から出るとき、その流速
は弁１８の半径方向外側部分および大動脈２０より弁１８の中心部分で高い。螺旋形状要
素９６は、チューブ９２の入口９２ａから見ると右巻きすなわち時計方向の螺旋に見える
が、螺旋は逆巻きでもよい。血液が大動脈弁１８から出ると血液の流れには自然な螺旋が
ある。下方から見ると、血液は右手回りを示す。この自然な螺旋流れを増やすことが、こ
の種の塞栓偏流あるいは方向変換を行うのに最も簡単な方法であろう。血液中の物質は螺
旋あるいは渦流れの中心を進行する傾向があり、したがって、血液に螺旋流れを与えるこ
とが血液中の物質あるいは塞栓を流れの中心に向かわせることになる。よって、螺旋の血
流は、物質あるいは破片が弓血管２２、２４、２６に入り込むよりも大動脈２０の中心に
留まるようにする。曲線のチューブ状部材９２の助けと一緒に螺旋形状要素９６は、塞栓
粒子あるいは物質がチューブ９２から出て、大動脈の中心に留まり、塞栓粒子あるいは物
質が弓血管２２、２４、２６の入口２２ａ、２４ａ、２６ａに向かって戻ることを防止す
ることを確実にする。
【００２１】
　図２Ｄは、螺旋要素１０２を含むが、バイパスチューブを使用しない装置１００の別の
実施の形態を示す。その代わり、一般的に螺旋形状要素１０２（単数あるいは複数）は、
血液を継続的に螺旋状にして、よって、物質や粒子が大動脈２０内の血流の中心となるよ
うにし、大動脈２０の上側あるいは弓２０ｂで接続する弓血管２２、２４、２６から離れ
るようにする。ステント状の取付け部材１０４はオープンメッシュでもよく、専用開口を
有して、そこを血流が通って弓血管２２、２４、２６に流れるようにしてもよい。
【００２２】
　図２Ｅは、ステント状の構造１０４に取り付けられた、連続的な偏流部材とは逆に、一
組の偏流板１０２を含む偏流装置１１０の別の実施の形態を示す。一組の偏流板１０２は
、大動脈２０内の曲がり２０ｂを通って粒子や他の塞栓物質が血流の中央に留まるように
設計され、これまでの実施の形態と同様に、物質を脳の外に保つ「スピードバンプ」とし
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て作用する。
【００２３】
　図２Ｆは、大動脈２０の曲がり２０ｂを通る血液の一般的に螺旋状の流れを促進する偏
流装置１２０の別の実施の形態を示す。ここで、多数管腔チューブ１２２は一般的に螺旋
状に形成され、ここでも螺旋が時計方向あるいは半時計方向に曲がりあるいは回転し、所
望の一定のあるいは一定でない任意のピッチでよい。他の実施の形態と同様に、この物理
偏流部分（たとえば、本実施の形態のチューブ１２２）は大動脈２０中でいかなる所望の
方法で取り付けられてもよいが、ステント状の拡張メッシュ要素１２４が説明のために再
度示されている。螺旋は粒子あるいは物質を、上方向に戻って弓血管２２、２４、２６を
通って脳に進行するよりも、大動脈２０中の曲がり２０ｂを通って下方に移動するように
保つ。この特徴は、血流の危険性の高い部分（すなわち、粒子や他の塞栓をより含みがち
な血流の中央）を取り扱う原理をも示し、その部分を弓血管２２、２４、２６の入口２２
ａ、２４ａ、２６ａの入口の下流の遠位の下行大動脈２０Cにそらす。
【００２４】
　図３は、ステント内のあるいは他の取付け構造に接続されるチューブの使用を含まない
物理偏流装置１３０の別の実施の形態を示す。その代わり、遮蔽部材１３２が取付け部材
１３４に取り付けられ、取付け部材１３４はこの図示の例でもステント状部材であるが、
他の適切な取付け構造でよい。遮蔽部材１３２は、図３の断面図で最もよく示されている
が、弓血管２２、２４、２６の入口２２ａ、２４ａ、２６ａのそれぞれと連通する開口上
部部分１３２ａを有する部分的チューブ構造をしており、その部分的チューブ構造は開口
入口１３２ｂを有し矢印１３６で示される血液の逆流を受け入れる。粒子や他の塞栓は入
口１３２ｂに逆戻りし弓血管２２、２４、２６へと上方には流れにくい。さらに、粒子や
他の塞栓１３８がこの逆戻りをしたとすると、左鎖骨下動脈２６に最も入りやすく、結果
として脳の損傷を引き起こしにくい。遮蔽部材１３２は大動脈２０を流れる血流を曲がり
２０ｂの周囲で遠位の下行大動脈２０ｃに向けて維持するが、十分な血流が弓血管２２、
２４、２６を経由して脳へ流れるように、構成される。遮蔽部材１３２の前方すなわち上
流端１３２ｃは、第１弓血管２２の起点すなわち入口２２ａの上流でほとんどシールされ
あるいは大動脈２０の壁に合わせられ、この位置で流れる血液が、塞栓を運搬している可
能性を有して遮蔽部材の下部を通って流れ脳に到達することがないようにする。たとえば
、フランジ型の縁および／またはガスケットとしての生体適合性材料が使われて、遮蔽部
材１３２の少なくともこの位置１３２ｃでシールを提供する。図３Ａは、図３の断面であ
り、チューブ状構造を示すが、他のいかなる形状、たとえば、かなり平らな形状、あるい
は、図３Ａに示す連続的な曲面とは逆に直線状の壁を有する形状などを用いてもよい。さ
らに、チューブ状構造１３２は、図示のように、弓血管２２、２４、２６の入口２２ａ、
２４ａ、２６ａに隣接してわずかな縁だけを覆うのとは逆に、大動脈２０の内壁の広い表
面積と接触しあるいは覆ってもよい。チューブ状構造１３２の縁全体が大動脈組織と接触
しないならば、少なくとも位置１３２ｃでシールをすることが好ましい。このことは、チ
ューブ状構造１３２と大動脈２０の間の密着を維持すること、および、組織の入り込みを
促進する、多孔性グラフト材料、あるいはステント構造、あるいは折り畳まれた金属構造
（たとえば、心房中隔欠損閉塞材）を用いることにより容易にされる、組織を内方成長さ
せることにより達成できる。
【００２５】
　図４と図４Ａは、弓血管２２、２４、２６へのより多くの血流を確実にする物理偏流装
置１５０の実施の形態を示す。特に図４は、各血管２２、２４、２６への入口２２ａ、２
４ａ、２６ａの上に隣接して配置される一組の偏流要素１５２を示す。これらの偏流要素
１５２は単一の「スピードバンプ」偏流板よりも低い形状をし、順番に「ハンド・オバー
・ハンド」の一組の偏流板でよりよく保護して、物質を脳の外に保つ。偏流要素１５２は
ステント状装置１５４に取り付けられるが、本書で説明された他の実施の形態についてと
同様に、他の方法で取り付けられてもよい。図４および図４Ａは一つの可能な形状を示す
が、多くの別の形状を偏流装置１５０に用いてもよい。埋め込み後にこれら偏流要素１５
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２が位置を変えても、このことは血流をあまり妨害したり邪魔したりせず、偏流要素１５
２は弓血管２２、２４、２６と整列する必要はない。たとえば、偏流要素１５２は弓血管
２２、２４、２６への１つあるいは複数の入口２２ａ、２４ａ、２６ａを、その入口をさ
えぎることなく、またいで位置してもよい
【００２６】
　図５、図５Ａ～Ｅ、図６、図７Ａおよび図７Ｂはそれぞれ、弓血管２２、２４、２６へ
のそれぞれの入口２２ａ、２４ａ、２６ａの各々に挿入され取り付けられる個々のチュー
ブ状偏流要素の種々の実施の形態を示す。チューブ状要素の各々は、血流入口と血流出口
端とを備える。各チューブ（チューブ状偏流要素）の出口端はそれぞれの弓血管２２、２
４、２６へ延在するが、入口端は大動脈２０内に延在する。チューブの曲がりは大動脈中
の入口端の適切なあるいは所望の距離下流に位置し、粒子はチューブ状部材により偏流さ
れ、向きを変えてチューブの１つの入口に入るのとは反対に血流の中にあり続ける傾向が
ある。図示の実施の形態では、弓血管２２、２４、２６のそれぞれは別々の１つのチュー
ブで保護されるが、弓血管２２、２４、２６の１つ以上が、別のチューブで保護されても
よい。別々のチューブ１８０は図５に示すように個々に取り付けられてもよいし、チュー
ブ１９０が図６に示すステント状装置のような共通の取付け構造１９４に取り付けられて
もよいし、あるいはチューブ２００と取付け構造２０４を示す図７Ａに示すように取り付
けられてもよい。それらの図面に示されるように、チューブは弓血管のそれぞれから所望
の長さだけ大動脈中へ延びてもよい。さらに、チューブの入口端は種々の形状をしていて
よく、たとえばこれらの図面で例として示される形状や、他の形状でよい。たとえば、チ
ューブの入口端は平らでも、トランペット形でも、角を有していても、種々の他の特徴や
形状を含んでもよい。溝を表面に加えて、血流を好ましいように方向付けてもよい。図５
Ａはトランペット形入口２１０ａを有するチューブ２１０を示す。図５Ｂは、入口端２１
２ａが上方にカーブしすなわち角度を有するチューブ２１２を示すが、カーブした端部は
下向きでもよく、あるいは上向きと下向きの両方でもよい。図５ｃは、たとえば図５を参
照して前に説明したように弓血管と接続するために弓血管内に挿入できるチューブ２１４
の別の実施の形態を示すが、注入口すなわち血液の入口２１４にテーパが付いている、す
なわち、チューブ２１４の隣接する部分に比べて直径が減少している入口２１４を有する
。図５Ｄは別のチューブ２１６の上面図であり、血液偏流要素あるいはバッフル構造２１
６ｂを有する血液入口端２１６ａを有し、たとえば図５の関係で前に説明したように、チ
ューブ２１６が弓血管と結合されているときに、血液がチューブ２１６を通過するときに
血液を入口端２１６ａから離れるように偏流させる。図５Ｅは、図５に示されるのと類似
のチューブ２１８の別の実施の形態を示すが、例示するへこんだ窪み２１８ｂ付きのたて
溝付き構造を有する血液注入端２１８ａを備える。これらのたて溝あるいは窪み２１８ｂ
を用いて血液を偏流させ、あるいは、血液が入口端２１８ａを通過するときに、利点のあ
る血流特性を与え、塞栓物質が入口２１８ａに流れ込んで弓血管の一つに入り込むことが
ないことをさらに確かにする。図７Ｂのチューブ２３０で示すように、１つあるいは複数
のチューブを下行大動脈により深く延在させてもよい。この構成では、血液が下行大動脈
２０ｃから頂部へ逆流する必要があり、粒子や他の塞栓は弓血管２２、２４、２６へ入る
のに１８０°曲がらなければならない。図７Ｃは、各弓血管２２、２４、２６内の複数の
チューブ部分２４０ａ、２４０ｂ、２４０ｃが単一チューブ２４２に一緒に接続すること
を示し、単一チューブ２４２は、逆流が必要な入口端２４２ａを有する。図示はしないが
、血流に面する各チューブの先頭すなわち上流端は、縁や表面に角度をつけたりボートの
舳先のように曲面形状にしたり、より空力学的あるいは流体力学的に形成される。この先
頭縁は、血液が平面や粗い面と衝突することにより生ずる血球破壊のように傷つくことな
しに流れ過ぎるように、溝付であったり他の特徴を有していてもよい。そのような構成は
、粒子や他の塞栓がチューブの側を流れ過ぎ、下行大動脈２０ｃへと流れ続けるようにも
する。各弓血管２２、２４、２６内の一組のチューブは、特定の状態に応じてあるいは必
要とされるように、それぞれ異なった形状とサイズでもよい。チューブ用に選定された材
料もまた、金属、非金属、金属と非金属との組合せ、生物学的あるいは人工的材料など、
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いかなる生体適合材料でもよい。本書で説明した全ての実施の形態と同様に、繊維状内方
成長を促進する材料を使い、異物（たとえば、チューブや他の偏流部材）が患者の自然な
組織の一部になるのが好ましい。
【００２７】
　本書で示し説明した種々のチューブは多くの別の形態で構成されてもよい。たとえば、
収縮した状態と拡張した状態の間を動き、予め形成されあるいはステントを拡張する動作
の間に形成される曲がりあるいはベンドを有するステント構造として形成されてもよい。
ステントは、大動脈中で覆われて弓血管内で開口しているように構成されてもよい。すな
わち、ステント構造は、大動脈内に位置する部分の代表的な覆う材料を有し、弓血管内に
置かれる、メッシュや他のワイヤケージ型構成のような、開口構造を有する。血液の収縮
流により大動脈内でチューブ（単数あるいは複数）が崩壊しないように、ステントは、大
動脈内にある剛性の高い長い部分と、弓血管の一つにあるより柔軟な部分（たとえば、オ
ープンメッシュやワイヤゲージ）を含むように構成されてもよい。より一般的に言うと、
ステントはその長さ方向に変化する強度あるいは剛性を有するように構成される。このこ
とは異なる機械的構成を用いることによって達成され、たとえば、長さ方向の一部分に他
の長さ方向の部分と比べて異なったワイヤ支持構成とし、および／または、長さ方向の一
部分に他の長さ方向の部分と比べて異なった材料組成としたりする。チューブが大動脈内
で崩壊しないようにする別の方法として、チューブの外壁と大動脈の内壁との間に延在す
る支持部材を用いることもできる。チューブは、大動脈自身によって上手く支持されるよ
うな別の方法で構成することもできる。たとえば、チューブは、以下に図８A～８C、図９
Ａ、９B、あるいは図１０A、１０Bとの関連で説明するものと類似の支持特性を有する。
別の可能性のある改変では、大動脈中にあるようになされるチューブの部分が、大動脈の
内壁に隣接するフランジ、あるいは、大動脈壁と係合しチューブに全体的な強度を付加す
るための亜鈴形またはチューブの長さ方向に局所的に広がった円周部分と類似に形成され
たチューブの広い部分を有する。支持を付加するために個々のチューブを連結してもよい
。血行動態的な形状とされた前面あるいは上流端あるいは側面を用いて、血液がチューブ
に向かって流れるときの衝撃力を弱めてもよい。大動脈内の複数のチューブが互いに衝突
するのを防ぐために、チューブが大動脈に配置されるときに互いに離れるようにベンドあ
るいは曲がりを有してチューブを形成してもよい。
【００２８】
　図８Ａと図８Ｂは、取付け構造２７４に接続された偏流要素２７２を含む装置２７０の
別の実施の形態を示す。この実施の形態では、取付け構造２７４はまたステント状であり
、大動脈の内壁に係合し、装置を図８Ａに示す位置に固定する。再度、他の全ての実施の
形態と同様に、代わりにいかなる取付け構造も使用でき、棘状突起、フック、接着剤ある
いは装置を十分に大動脈２０内に固定する他の構造や特性などを使用できる。偏流要素２
７２は、１つあるいは複数の弓血管２２、２４、２６の入口とほぼ一致する張り出し（オ
ーバーハング）を提供し、血流とその中の粒子あるいは他の塞栓を物理的にそらせる。偏
流要素２７２は、血流を物理的にそらせて、大動脈２０の曲がり２０ｂを通る下向きの流
れを促進し、それによって血流中の粒子や他の塞栓が弓血管２２、２４、２６を通過する
まで血流中の粒子や他の塞栓の下向きの流れを促進する。
【００２９】
　図８Ｃはステント状取付け構造２７４あるいは他の取付け構造を図８Ｂに示すのとは逆
の方法で偏流要素２７２に接続することを示す。すなわち、図８Ｂでは偏流要素の内面に
ステント状構造すなわち要素２７４が接続されるように示されるが、ステント状構造２７
４は偏流要素２７２の外面に接続するものとして示される。たとえばステント状構造２７
４を偏流要素２７２の層の間に挟むことを含め、代わりに他の接続方法を用いることがで
きることは理解されるであろう。ステント状要素２７４は大動脈２０の組織と接触してお
かれてもよく、ステント状構造は、組織がその中に成長するにつれ大動脈壁に基本的に埋
め込まれる。
【００３０】
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　図９Ａは、偏流装置２８０の別の代替の実施の形態を示す。この実施の形態は、弓血管
２２に収容されたパイプあるいはチューブ部分２８２ａと、第１の弓血管２２と次の２本
の弓血管２４、２６に保護を与える大動脈２０内に位置する張り出し２８２ｂとの合成を
示す。多くの可能な代替の１つとして、図９Ａに示す張り出し部分２８２ｂ’は、図３Ａ
に示したものに類似の閉じた空間を基本的に形成するように再構成してもよく、図９Ｂの
装置２８０’に示される。これは、第２の弓血管２２への上向きの開口を作るが、チュー
ブ状部分２８２ａを通って第１の弓血管２２への血流も依然として残る。ステント状取付
け構造２８４ａ、２８４ｂあるいは他の構造などの取付けは、弓血管２２内および大動脈
２０内、あるいは弓血管２２または大動脈２０のいずれか内で用いられる。図９Ａおよび
図９Ｂに示す実施の形態には種々の利点があり、たとえば、大動脈２０の内側への異物を
減らし、物質上の凝血塊形成の危険性が少なく、装置２８０の移動やずれの危険性が少な
く、埋め込みが簡単である。この最後の利点に関して、オペレータは弓血管２２、２４、
２６の一つへ入り、その後たとえば適当なカテーテルあるいは他の配備装置あるいは外科
手術具から装置２８０を配備しなければならないだけであろう。
【００３１】
　図１０Ａと図１０Ｂは、ステント２９４で取り付けられ、弓血管２２、２４、２６の１
つあるいは複数を血流から隔離する偏流装置２９０の別の実施の形態を示す。すると、血
流は遠位の大動脈弓あるいは下行大動脈２０ｃから流入チューブ２９２へと供給される。
流入チューブは、血液を弓血管２２、２４、２６に流すための空間を作る隔離要素あるい
は遮蔽２９６と連結あるいは連通する。塞栓は流入チューブ２９２に入るように流れ方向
を逆にするのとは反対に大動脈２０を下方に進行し続ける傾向があるので、流入チューブ
２９２に入る血液が１つあるいは複数の粒子や他の塞栓を含む可能性はかなり少ない。こ
の装置２９０は、切開外科手術手順用には別の構成とされてもよい。たとえば、弓血管２
２、２４、２６へは、流入グラフトにより塞栓物質が入り込む危険性の少ない大動脈２０
の一部からかん流されてもよい。これは、グラフトが弓２０ｂへと戻るように導く下行大
動脈２０ｃにおいてでもよく、あるいは大動脈の横から、およびより具体的には弓２０ｂ
の内側または上行大動脈２０ａの下方部分、おそらく大動脈のとても下の冠状動脈（不図
示）でもよい。たとえば、グラフトの外側の曲がりから弓血管の分岐が始まるところで、
弓血管２２、２４、２６の代わりにグラフトがある。
【００３２】
　図１１Ａと図１１Ｂは、ここでもステント状構造の形だが、取付け構造３０４に接続さ
れた遮蔽３０２を含む装置３００の別の実施の形態を示す。再度、ステント状構造を他の
適当な外科手術あるいはカテーテル配備取付け構造と置き換えてもよく、構造を大動脈２
０などの血管に固定するグラフトあるいは他の方法を含む。この実施の形態では、遮蔽部
材３０２は、少なくとも片方の端部に流入口を有して用いられる。たとえば、図１１Ａで
は単一の流入端部開口３０２ａが上行大動脈２０ａの血流の外側あるいは周辺に示され、
そこでは塞栓が流れに含まれている可能性は少ない。図１１Ｂは、遮蔽３０２の対向両端
部に流入開口３０２ａ、３０２ｂを示し、逆流の血流を弓血管のそれぞれと連通する空間
３０２ｃに流す。下行大動脈２０ｃと連通する開口３０２ｂは、塞栓の危険性の少ない追
加の血流を可能にし、鼠径部から弓血管２２、２４、２６および遮蔽３０２へのカテーテ
ル手順を可能にするのに好適でありあるいは重要である。別の改変（不図示）では、大動
脈基部からの流入を含み、注入流路の血液を空間３０２ｃに向け、弓血管２２、２４、２
６に、あるいは弓血管２２、２４、２６と連通する１つあるいは複数の別の流出に導く。
流入は、完全円構造あるいは部分的に輪状または円形構造でもよく、大動脈基部の全てあ
るいは一部を取り囲み、塞栓を含む危険性の低い位置からかん流する血液を直接引き込む
。
【００３３】
　図１２は、上行大動脈２０ａの下部、大動脈基部に比較的近いが、大動脈弁の動作を邪
魔しないところに位置する、流入端あるいは部分３２２ａを有する遮蔽部材３２２を組み
込んだ偏流装置３２０を示す。上記のように、大動脈２０のこの位置は、大動脈２０中の
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血流の流速特性のために、塞栓を含む可能性が少ない。たとえば、冠状動脈（不図示）が
この領域で大動脈２０から始まり、弓血管より塞栓を受け入れる発生率は遥かに低い。装
置３２０の遠位端３２２ｂは閉じて示されるが、遠位端３２２ｂは開口し、血液が弓血管
２２、２４、２６の入口２２ａ、２４ａ、２６ａへ後ろへあるいは逆流するように流れる
ようにし、また、鼠径部から血管造影法の研究を可能にする。装置３２０はステントタイ
プの取付け構造３２４と一緒に示される。
【００３４】
　図１３に示す改変は、大動脈２０中の血流により少ない抵抗を示すチューブ状流路付き
遮蔽３３２を有する装置３３０である。この図は、図１２で示すよりも大きな流路あるい
はチューブ状構造を示し、開口した遠位端３３２ａを備える。大動脈弁１８を通過した中
央の血流は、流路３３２を通って、下行大動脈２０ｃへと下がり、患者体内の低い部分へ
と進行する。周辺の血流は矢印３３６の方向に流路３３２の外側を弓血管２２、２４、２
６へと進行する。装置３３０はここでも、例としてステント状の取付け構造３３４と一緒
に示される。
【００３５】
　図１４Ａと図１４Ｂは、大動脈２０のより中央に位置し、大動脈２０の曲がり２０ｂを
通るチューブ状流路構造３５２を有する偏流装置３５０の別の実施の形態を示す。この装
置３５０は、塞栓をより多く含んでいるであろう中央の血流をチューブ３５２に流し下行
大動脈２０ｃに流出させ、一方、チューブ３５２周りの十分な血流を、チューブ３５２を
大動脈２０内のほぼ中央に取り付ける適当な取付け構造３５４を通過し、弓血管２２、２
４、２６へと流す。再度、取付け構造がチューブ状構造３５２の周囲の血流を弓血管２２
、２４、２６へ流し、一方、粒子や他の塞栓を、下行大動脈２０ｃへと下方に運び弓血管
２２、２４、２６の入口２２ａ、２４ａ、２６ａを通過するのが確かな血流にそらす限り
、いかなる適切な取付け構造を用いてもよい。
【００３６】
　図１５は、上行大動脈２０ａの下部と大動脈弓２０ｂの曲がりで一般的に示された理論
的血流流速特性を有する血流中の塞栓３６０の可能な経路を模式的に図解する模式図であ
る。この点について、上行大動脈２０ａの下部の高速な中央の流れの塞栓は大動脈の外側
、上部の壁に向けて上方に向かい、弓血管２２、２４、２６の１つに直接入り込む。
【００３７】
　図１６は、図１５に類似した図だが、大動脈２０を通り弓血管２２、２４、２６へ入る
高速血流の可能性の高い領域を示す色が濃い領域を表示する。
【００３８】
　図１７は、３つの別々の弓血管２２、２４、２６用の３本の分岐４０２、４０４、４０
６を有するグラフト４００を示す。図１７～２０、２１Ａ、２１Ｂは、支持ステント構造
と一緒に用いあるいは用いられない種々の形のグラフトを示す。図１７は、大動脈弓を形
成する部分と弓血管２２、２４、２６に接続するそれぞれのチューブ状部分４０２、４０
４、４０６を有する従来型のグラフト４００を示す。図１８は、下行大動脈２０ｃからの
反転したあるいは逆流血流をチューブ４１２を経由して弓血管に向けるグラフト装置４１
０を示し、チューブ４１２は、それぞれ弓血管（不図示）に接続する３本の分かれたチュ
ーブ上部分４１２ａ、４１２ｂ、４１２ｃへ分岐する。装置４１０は従来型のジグザグ型
ワイヤ支持構造４１０ａと一緒に示されるが、本書で開示するように外科手術グラフトの
実施の形態ではそのような支持の必要はない。再度、ワイヤ構造のような支持構造付きあ
るいはなしの動脈ステントグラフトを開示されたあるいは本開示により違ったように包含
されたどの実施の形態で取付け構造として用いてもよい。
【００３９】
　図１９は、グラフト装置４２０の別の実施の形態を示し、この装置では注入が大動脈弓
の内側から取られる。大動脈弓の内側では、血流中に塞栓が含まれる機会は少ない。この
実施の形態では、３つの弓血管（不図示）に別々に接続する３つの別々のチューブ４２２
、４２４、４２６を図示する。単一のチューブが大動脈弓の内側の位置に接続し、それか



(17) JP 2010-512231 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

らそれぞれの弓血管に接続する３本のチューブ状部分に分岐してもよいことは理解されよ
う。
【００４０】
　図２０は、図１９に類似の装置４３０の実施の形態を示すが、注入チューブ４３２、４
３４、４３６が上行大動脈の下部位置に通ずる。この領域は、冠状動脈の起点に近く、塞
栓の危険性が低いと思われる。
【００４１】
　図２１は、自然なバルサルバ洞、すなわち大動脈弁の弁尖の後ろの領域をシミュレート
する膨らみ部４４２を有する大動脈グラフトを示す装置４４０の別の実施の形態を示す。
図２１は完全に環状の膨らみ部４４２を示すが、図２２に示す別の代替の装置４４０’は
、膨らみ部４４２’は完全な環状である必要はないことを示す。再度、図２１と図２２の
実施の形態は、血液中の塞栓の危険性の低い大動脈弁の弁尖の近傍の大動脈２０の下部か
らチューブ４４４、４４６、４４８への血液注入を取る。チューブ４４４、４４６、４４
８は、弓血管（不図示）に接続する。
【００４２】
　図２３は、自然な大動脈弁１８から下流の位置に１つあるいは複数のバルブ構造４７２
を追加することを含む装置４７０の別の実施の形態を示す。このことは、自然の大動脈弁
１８に付随する流れの動力学に利点を有するが、弓血管の入口２２ａ、２４ａ、２６ａの
近くの位置においてである。バルブ構造４７２は、自然の大動脈弁１８に類似に見えるよ
うに模式的に図示されており、一方向チェッキバルブと類似の方法で作動する１つあるい
は複数の可動フラップのような、１つあるいは複数の可動バルブ要素を含んでもよい。バ
ルブ構造４７２が自然の大動脈弁１８と類似の方法で作動、すなわち開閉するように構成
されるならば、自然の大動脈弁１８により生ずる特性と類似の血流流速特性が、少なくと
も入口２２ａ、２４ａ、２６ａの１つの近傍の１つあるいは複数の位置で、形成される。
高速の中央の流れは塞栓を含む可能性が高く、したがって、塞栓は弓血管２２、２４、２
６の入口２２ａ、２４ａ、２６ａから離れて通り過ぎるように向けられ、一方、バルブ構
造４７２の半径方向の外側あるいは周辺位置の低速の血流は弓血管２２、２４、２６への
血流を提供する。よって、図２３に模式的に示される１つあるいは複数のバルブ構造４７
２は大動脈２０の弓２０ｂに置かれてもよく、高速の流れを弓２０ｂの半径方向の中心に
向けて、大動脈２０の周辺の流路をたどって弓血管２２、２４、２６に入り込む可能性が
あるのとは反対に、塞栓が大動脈２０の曲がりすなわち弓２０ｂを通る半径方向の中心の
血流流路をたどり下行大動脈２０ｃ中へ下がるようにする。この種のバルブ構造４７２に
とって、自然の大動脈弁１８が閉じるように、完全に閉じることは必要ではない。逆流の
血流が生じるようにすることは、このことが一般的に冠血流がどのように生ずるかである
ので、有用である。完全に閉じるバルブは、冠状動脈への血液流を制限するであろう。１
つあるいは複数のバルブ４７２は、大動脈弓２０ｂの領域のどこに用いてもよく、図２３
に示すステント状構造４７４あるいは他の構造や特性など、どのような方法で取り付けて
もよい。
【００４３】
　図２４は図２３に類似の装置４９０の別の実施の形態を示すが、中央導管すなわちチュ
ーブ状構造４９２を追加して、塞栓を下行大動脈２０ｃへとさらに向かわせ弓血管２２、
２４、２６を通過させる。再度、ステント状の取付け構造４９４が説明の目的で示される
。この装置では、バルブ４７２を装置４９０の入口で使って、塞栓を含む可能性の高い高
速周辺流を中央にする。塞栓を含む可能性の低い低速流は、矢印４９６で示されるように
チューブ状構造４９２の周囲を流れ弓血管２２、２４、２６へと流れ込む。装置４９０の
近位端および／または遠位端に開口が設けられ、この周辺の低速血流をチューブ状構造４
９２の周囲に、そして弓血管２２、２４、２６へと流れるようにする。導管は下部でバル
ブ４７２に接近して配置され、導管４９２の周囲の流れが、粒子や他の塞栓は追随するの
が難しい一般的にＳ字型経路の少なくとも２回の曲りをするようにする。導管すなわちチ
ューブ状構造４９２の外側の血流は、したがって、粒子や他の塞栓４９８をより含まなく
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なる。この装置４９０は経皮的に導入され大動脈弓２０ｂの近くに配置され導管に取り付
けられ、あるいはこれも他の実施の形態と同様に、他の方法の外科手術で埋め込まれても
よい。
【００４４】
　図２５Ａと図２５Ｂは、装置を配置する間に塞栓を防止するのに重要な手続き方法に加
え、どのようにカテーテルを用いてこれらの装置を挿入するのかを説明する。カテーテル
５２０はステント５２２（少なくとも大動脈２０の本体内に位置する部分において塞栓の
通過をさせない）を供給しているものとして示される。図示のステント５２２は、自己拡
張性（頸動脈治療で用いられるステントと同様）であるが、代わりにたとえばバルーン拡
張してもよい。アテローム性動脈硬化物質５２４が、大動脈２０から上がる時にオリフィ
スあるいは弓血管２２、２４、２６の入口２２ａ、２４ａ、２６ａの周りにたまるのはご
く普通のことである。その物質は大動脈から血管の起点の周辺の周りにあることが多いが
、血管内に広がることもまた多い。この領域の操作は破片を取り外し、その破片は次に脳
へと移る。脳へ供給する血管にステント５２２を、この疾患となる可能性が高い領域を越
えて、供給することにより、ステント５２２は最初は疾患の領域を避ける。次にステント
５２２は、脳への流れを「塞ぐ」（少なくとも一時的に）ように、部分的に配置される。
ステントがより手前に配置されると、プラークから取り除かれた破片は、ステント５２２
で押しつぶされるので、頭部へは移動しない。すると解放された物質は体の下部へと遠位
に移動し、脳への移動は回避される。装置（たとえば、チューブあるいはステント５２２
）の適用の順番は塞栓の危険性を最小にしなければならない。可能な限り、装置をより近
位の血管に加える前に、より遠位の（すなわち、血流方向に関して下流）の血管に装置を
置くのが好ましい。図２５Ｂでは、鎖骨下血管２４を最初に処理し、次により近位の左頸
動脈血管２６が２番目に処理される。真ん中の弓血管２４を扱っている時に破片が取り除
かれても、左頸動脈血管２６に入り込みにくい。
【００４５】
　図２６は、弓血管２２に挿入された塞栓予防装置５５４の使用を説明する。前に説明し
たように、弓血管２２の起点すなわち入口２２ａの周囲の領域はかなりの疾患を有するこ
とが多い。より遠位の血管の前に上流側の血管を処置しなければならないと、あるいは、
遠位の塞栓をそらすことがより近位の装置の挿入をより難しくするならば、解放された破
片がより遠位の弓血管に入らないようにすることをアドバイスする。図２６では、そらせ
装置すなわち偏流要素あるいは装置５５０が腕頭動脈２２に配置されるところである。破
片の一部５５２が除去され、血液の流れでより遠位へ運ばれていることが示される。物質
５５２が脳へ移動するのを防ぐために、塞栓予防装置５５４が次の２つの弓血管２４、２
６を覆って置かれる。塞栓予防装置５５４はカテーテル５５６から供給されるところで示
される。塞栓予防装置５５４は破片５５２を通過させない。それは完全に血液を通さない
（この場合脳への流れは一時的に塞がれる）、あるいは、装置５５４は血液は通すが大き
な物質は通さない。脳は、永久的なダメージを受けることなく短時間の血流減少には耐え
、塞栓予防装置５５４は、重大な結果を伴わずに完全にあるいは部分的に血流を減少する
ことができる。保護カテーテル５５６は、手続きが完了した後に取り除かれる。
【００４６】
　脳血管の分岐のパターンには多くの正常な変形がある。大部分で、大動脈弓は、本書で
説明するように３本の血管２２、２４、２６へと立ち上がる。一つの適度に一般的な変形
が図２７に示され、大動脈２０からは２本だけの血管２２’、２６が立ち上がる（たとえ
ば、ウシで見られるパターンで、よって、ウシ大動脈パターンとよばれることが多い）。
この状況では、左頸動脈２４’は、起点すなわち入口２２ａ’を越えた腕頭動脈２２’か
らその起点をとる。前記の塞栓予防装置はこの左頸動脈分岐２４’への流れを妨害した。
よって、偏流装置５６０は、装置５６０の開口部分５６２を通る向きの矢印で示されるよ
うに、この側部分岐２４’へ流れが可能であると示される。一般的に、本書で説明する偏
流要素は大動脈２０の部分で通さないようにする必要があるだけである（すなわち、目標
の弓血管の内側では通さないようにする必要はない）。この目的を達成するには多くの方
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法がある。ステントが覆われることもできるし、ステントがその製造により血液を通さな
いようにすることもできるし、ステントが、ステントの間の空間を閉じるプラスチックや
他の物質を有することもできる。
【００４７】
　ある患者では、大動脈全体がかなり疾患しており、脳塞栓の進行の危険性がある。実際
に、重度に疾患した大動脈は、年長者で精神作用の衰退に関連している。このような患者
では塞栓の繰り返しの発現が、精神的衰退を引き起こす再発性の脳損傷という結果を生ず
ることは大いにありうる。図２８Ａと図２８Ｂに示す装置５７０は、塞栓偏流装置（ここ
ではチューブ５７２として示されるが、前記した装置のように他のいかなる適切な構成で
代替することができる）と、大動脈全体に新たに裏張りするチューブグラフト５７４とを
組み合わせる。このことにより、大動脈を装置５７０に覆われる流れから除外する。よっ
て、この領域からの物質は、グラフト５７４の下に捕らえられるので、塞栓を起こすこと
がない。他の源からの塞栓はそらされる。
【００４８】
　図２８Ｂは、この装置５７０が挿入のためにどのようにカテーテル５８０に収められる
かを示す。この装置はその後に動脈系に移され大動脈の弓の近くに進められ、そして配置
される。装置の分岐が弓血管に適切に入ることを確実にするために、ガイドワイヤを塞栓
予防装置５７０の各分岐すなわちチューブ５２７に通し、それらを適切な目的血管に方向
づけることは有用である。それらのガイドワイヤはその後装置５７０の各部すなわち肢を
適切な分岐血管に方向づける。代わりに、装置５７０の各分岐５７２は、個々のシースあ
るいはカテーテルで供給されてもよい。別の有用な変形は、弓血管内に置かれる装置５０
の分岐５７２を大動脈グラフトの中で渦巻き状にすることである。主要な大動脈を覆う要
素は、最初に所定の位置に挿入される。装置５７０の分岐５７２は主要なチューブ部分の
内側に最初に位置し、それから弓血管の内側の最終的な位置に外側に反転しあるいは拡張
する。これが、挿入を簡単にする。
【００４９】
　配置用に分岐血管内に位置する要素の一部で、大動脈内に位置する偏流装置５７０の一
部を渦巻き状にすることもできる。それから、大動脈成分は裏返しされて、大動脈の内側
に位置することができる。これらは、別々に行われてもよいし（たとえば、チューブ状偏
流装置がこのように個々に置かれてもよい）、図２８に示すように装置５７０と一緒に行
われてもよい。別のオプションは、その場で装置５７０を作ることである。弓グラフトは
、予め形成された穴付きで、あるいは、その場で穴を形成して、大動脈に運ばれる。それ
から塞栓予防成分が、脳保護要素を運ぶことにより、追加される。
【００５０】
　同様の作用の結果は、弓血管のそれぞれに最初に個々のチューブを配置することにより
、得ることができる（図２５などに示すように）。それから、覆いのグラフトは上行大動
脈と大動脈弓におかれる。チューブは、大動脈ステントが塞がれないように十分に長くな
ければならない。これは、基本的にこのアイデアと図２８Ａに示すチューブとを組み合わ
せたもので、１つの流路に２つのステントを有するクラッシュテクニック（crush techni
que）と呼ばれる。
【００５１】
　本発明は種々の好適な実施の形態により説明されたが、また、これらの実施の形態はあ
る程度詳細に説明されたが、添付の特許請求の範囲をそれらの詳細に制限したり、いかな
るようにも限定したりすることは出願人の意図ではない。さらなる利点や改変は、当業者
にとっては容易に分かるであろう。本発明の種々の特徴は、使用者の要求や希望により、
単独であるいは組み合わせて用いることができる。これは、現在分かっているように本発
明を実施する好ましい方法にしたがって、本発明を説明したものである。しかし、発明そ
のものは、添付の特許請求の範囲によってのみ定義される。
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【図２８Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月12日(2008.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の血流中の塞栓物質による脳卒中を防止する装置であり、患者は上行部分と下行部
分のある大動脈と前記患者の脳へ血流を流す前記大動脈と連通する１つあるいは複数の弓
血管を有し：
　前記患者の前記大動脈に少なくとも部分的に配置されるようになされる物理偏流要素と
；
　前記物理偏流要素に連結される取付け構造であって、前記弓血管の一つと物理的に係合
するようになされ、それにより前記１つの弓血管に対して前記物理偏流要素を固定する取
付け構造とを備え；
　前記物理偏流要素は、前記大動脈中に延在するように、そして、血流中の塞栓物質が前
記１つの弓血管を通過して前記大動脈の前記下行部分に流れるように、前記大動脈中の血
流を方向づけるように構成され配列される；
　装置。
【請求項２】
　前記物理偏流要素が、向かい合う開口端を有する少なくとも１つのチューブ部材をさら
に備える；
　請求項１の装置。
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【請求項３】
　前記チューブ部材は前記大動脈の前記上行部分から離れるように延在して曲がる；
　請求項２の装置。
【請求項４】
　前記チューブ部材は複数のチューブ状部分をさらに備える；
　請求項２の装置。
【請求項５】
　前記チューブ部材は少なくとも１つの非チューブ状部分を備える；
　請求項２の装置。
【請求項６】
　前記物理偏流要素は、少なくとも１つの弓血管への入口を遮蔽するように構成され配列
され、前記入口から離れるように血流の方向を変える遮蔽部材をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項７】
　前記遮蔽部材に連結するチューブ状部材をさらに備え、前記チューブ状部材は前記弓血
管の入口へ逆流する血流を可能にする；
　請求項６の装置。
【請求項８】
　前記取付け構造は、前記弓血管の内壁に係合する、あるいは、前記大動脈の内壁および
弓血管の内壁の両方に係合するステント状構造をさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項９】
　前記取付け構造は、ステント状構造、フック、棘状突起、ばね要素、接着剤、縫合、布
地あるいは大動脈グラフトの少なくとも１つをさらに備える；
　請求項１の装置。
【請求項１０】
　前記物理偏流要素は、前記患者の動脈系を通じて供給されるためにつぶすことができ、
前記大動脈に少なくとも部分的に配置されるために拡張できる；
　請求項１の装置。
【請求項１１】
　患者の血流中の塞栓物質による脳卒中を防止する装置であり、患者は上行部分と下行部
分のある大動脈と前記患者の脳へ血流を向ける前記大動脈と連通する１つあるいは複数の
弓血管を有し：
　前記患者の前記大動脈に配置されるようになされるチューブ状物理偏流要素であって、
前記大動脈の上行部分から血流を受け入れる入口と前記大動脈の下行部分に血流を向ける
出口とを有する前記チューブ状物理偏流要素と；
　前記チューブ状物理偏流要素に連結される取付け構造であって、前記大動脈および／ま
たは前記大動脈に連通する弓血管と係合するようになされる取付け構造と；
　前記チューブ状物理偏流要素に取り付けられ、前記血流の第１の部分を前記入口を通る
ように、前記血流の第２の部分を前記チューブ状物理偏流要素の前記入口の周りから前記
１つあるいは複数の弓血管に方向づける流れ制限要素とを備える；
　装置。
【請求項１２】
　前記チューブ状物理偏流要素は前記上行部分と前記下行部分との間で前記大動脈の弓に
ほぼ沿って曲がる；
　請求項１１の装置。
【請求項１３】
　前記取付け構造は、ステント状構造、フック、棘状突起、ばね要素、接着剤、縫合、布
地あるいは大動脈グラフトの少なくとも１つをさらに備える；
　請求項１２の装置。
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【請求項１４】
　大動脈中で流れる血液の塞栓物質を前記大動脈と連通する弓血管から離れるように方向
づける方法であって：
　物理偏流要素を物理偏流要素の一部が少なくとも部分的に前記大動脈中に延在するよう
に、そして、別の部分が前記弓血管の内壁と係合して前記物理偏流要素を所定の位置に固
定するように取り付けることと；
　前記弓血管の入口を通過して前記血液の前記塞栓物質を偏流するのに前記物理偏流要素
を用いることと；
　前記物理偏流要素を通過して前記弓血管の入口に前記血流の一部が流れるようにするこ
ととを備える；
　方法。
【請求項１５】
　前記弓血管の入口に前記血流の一部が流れるようにすることは、前記血液の一部を少な
くとも部分的に逆流のように向けることをさらに含む；
　請求項１４の方法。
【請求項１６】
　前記塞栓物質を偏流するのに前記物理偏流要素を用いることは、前記血液をチューブ状
部材の外表面に向けることをさらに含む；
　請求項１４の方法。
【請求項１７】
　前記物理偏流要素を用いることは、前記弓血管が塞栓物質を受け入れないように前記弓
血管の前記入口を遮蔽することをさらに含む；
　請求項１４の方法。
【請求項１８】
　前記弓血管の入口に前記血流の一部が流れるようにすることは、前記血液の一部を前記
大動脈中のチューブ状部材中を逆流のように向けることをさらに含む；
　請求項１７の方法。
【請求項１９】
　前記物理偏流要素を用いることは、前記弓血管中のチューブ状部材を前記の開口端が前
記上行部分から離れる前記大動脈中に延在するように拡張することをさらに含む；
　請求項１４の方法。
【請求項２０】
　患者の大動脈の一部を、少なくとも１つのチューブ状弓血管グラフトを有し、前記チュ
ーブ状弓血管グラフトが連結するチューブ状大動脈グラフトと取り換える方法であって、
前記方法は患者の脳へ流れる塞栓物質による脳卒中の発生を減少し：
　前記大動脈の一部を前記チューブ状大動脈グラフトと取り換え、前記チューブ状弓血管
グラフトが患者の弓血管とずれているようにすることと；
　前記整列しないチューブ状弓血管グラフトを弓血管と接続することを備える；
　方法。
【請求項２１】
　前記チューブ状大動脈グラフトは、上行部分と下行部分と、上行部分と下行部分との間
の弓部分とを含み、前記弓部分は外側の大半径曲がり部分と内側の小半径曲がり部分とを
有し、前記ずれているチューブ状弓血管グラフトは前記内側の小半径曲がり部分に接続す
る；
　請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記チューブ状大動脈グラフトは、上行部分と下行部分と、上行部分と下行部分との間
の弓部分とを含み、前記ずれているチューブ状弓血管グラフトは心臓の大動脈弁に隣接す
る前記上行部分に接続する；
　請求項２０の方法。
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【請求項２３】
　前記チューブ状大動脈グラフトは、上行部分と下行部分と、上行部分と下行部分との間
の弓部分とを含み、前記ずれているチューブ状弓血管グラフトは前記弓の内側の小半径曲
がり部分に隣接する前記下行部分に接続する；
　請求項２０の方法。
【請求項２４】
　大動脈内の血流の塞栓物質を、前記大動脈に連通する弓血管から離れるように物理的に
方向付ける方法であって：
　患者の大動脈弁の下流の前記大動脈内に流れを制限する要素とチューブ状部材とを取り
付けることと；
　前記血流の第１の部分を前記流れを制限する要素を通り、前記チューブ状部材の入口を
通り、前記弓血管の入口を過ぎて流すことと；
　前記血流の第２の部分を前記チューブ状部材の入口の周囲で前記弓血管の前記入口に向
けて流すこととを備える；
　方法。
【請求項２５】
　前記血流の前記第１の部分は、前記血流の前記第２の部分より高速で流れる；
　請求項２４の方法。
【請求項２６】
　大動脈内の血流の塞栓物質を、前記大動脈に連通する弓血管から離れるように物理的に
方向付ける方法であって：
　前記大動脈内につぶした偏流要素を部分的に挿入することと；
　前記つぶした偏流要素を拡張することと；
　前記偏流要素に連結する取付け構造を拡張し、前記取付け構造が前記弓血管の内壁に対
して係合して、前記拡張した偏流要素を前記内壁に固定して、前記拡張した偏流要素の一
部が前記大動脈内に延在することとを備える；
　方法。
【請求項２７】
　前記挿入工程および拡張工程の少なくとも１つの間、前記大動脈内で前記弓血管の下流
側で遮蔽部材を用いて、塞栓物質を別の弓血管から離すように偏流することをさらに備え
る；
　請求項２６の方法。
【請求項２８】
　前記挿入工程および拡張工程を１つあるいは複数のカテーテル装置を用いて経皮的に行
うことをさらに備える；
　請求項２６の方法。
【請求項２９】
　前記拡張した偏流要素の前記第１の部分は少なくとも１つの血流用開口を備え；
　前記血流用開口を、前記弓血管に連通する別の血管の入口とほぼ整列することをさらに
備える；
　請求項２６の方法。
【請求項３０】
　患者の血流中の塞栓物質による脳卒中を防止するシステムであり、患者は上行部分と下
行部分のある大動脈と前記患者の脳へ血流を流す前記大動脈と連通する１つあるいは複数
の弓血管を有し：
　少なくとも１つのカテーテル装置と；
　前記患者の前記大動脈に少なくとも部分的に配置されるようになされる物理偏流要素と
；
　前記物理偏流要素に連結される取付け構造であって、前記弓血管の一つと物理的に係合
するようになされ、それにより前記１つの弓血管に対して前記物理偏流要素を固定する取
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付け構造とを備え；
　前記物理偏流要素は、前記大動脈中に延在するように、そして、血流中の塞栓物質が前
記１つの弓血管を通過して前記大動脈の前記下行部分に流れるように、前記大動脈中の血
流を方向づけるように構成され配列され；
　前記カテーテル装置は、前記物理偏流要素および／または前記取付け構造を前記大動脈
および／または前記血管に供給するのに用いられる；
　システム。
【請求項３１】
　前記つぶれた偏流要素を挿入することは、前記大動脈中から前記つぶれた偏流要素を挿
入することをさらに備える；
　請求項２６の方法
【請求項３２】
　前記偏流要素の端部を、前記大動脈の是延期上行部分から離れるように向けることをさ
らに備える；
　請求項２６の方法
【請求項３３】
　前記拡張した偏流要素は、対向する端部であって、開口しており、その中を血流が通る
端部を有するチューブをさらに備える；
　請求項３２の方法
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